
公立大学法人横浜市立大学文書取扱規程 

 

制  定 平成 17 年 ４ 月１ 日 規程第 26 号 

最近改正 令和 ７ 年 １ 月20 日 規程第 ２ 号 

 

（趣旨） 

第１条  この規程は、別に定めるもののほか、文書の作成、取得、分類、記録、整理、  

保存及び廃棄並びに管理組織について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。  

(1)  文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該職員が組織的に用

いるものとして当該職員が所属する課等において保有しているものをいう。 

(2) 課等 課又はこれに準ずる組織で、理事長が定めるものをいう。 

(3) 文書管理システム 文書の作成、取得、分類、記録、整理、保存、廃棄等の事

務を総合的に管理する情報処理システムで、総務部総務課長が管理するものをい

う。 

(4) 電子決裁 電子的な方式により文書を回議し、及び決裁を得、又は文書を供覧

することをいう。 

（総務部総務課長の職務） 

第３条 総務部総務課長は、文書事務の適正化及び迅速化を図るため、文書事務に関

する規準を定め、必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 総務部総務課長は、文書事務の実態について調査し、必要な報告を求めることが

できる。 

３ 総務部総務課長は、文書管理システムの統括管理者として、文書管理システムの

安定的な運用、適正な管理及び安全確保に努めなければならない。  

（課等の長の職務） 

第４条 課等の長は、当該課等における文書事務を管理し、並びに文書事務の適正化

及び迅速化を図るため、当該課等の職員に対し必要な指示をすることができる。 

２ 課等の長は、文書管理システムの課等の管理者として、当該課等における文書管

理システムの利用の促進及び安全確保に努めなければならない。 

（帳簿等） 

第５条 各キャンパス、附属病院及び附属市民総合医療センターの総務担当課等（以

下「総務担当」という。）に書留郵便物等収受・交付簿（第１号様式）を備えるもの

とする。 

（総務担当において収受した文書の取扱い） 

第６条 総務担当において収受した文書は、次に定めるところにより処理しなければ

ならない。 



(1)  開封しなければ主管の課等が分からないものは開封し、それ以外のものはその

まま主管の課等に交付すること。 

(2)  書留扱いの郵便物その他これらに類する文書（以下「書留郵便物等」という。）

には、封筒又は当該文書に文書受付印（第２号様式）を押すこと。 

(3)  書留郵便物等にあっては、書留郵便物等収受・交付簿に必要事項を記入し、主

管の課等の職員に受領を確認するための署名又は押印をさせた後、交付すること。 

(4)  ２以上の課等に関係のある文書は、その関係の最も多い課等に交付すること。 

２ 前項の規定は、課等において文書を収受し、又は交付を受けた場合に準用する。

（起案の方法） 

第７条 決裁を要する事案は、第５項で定めるものを除くほか、文書管理システムに

登録し、及び電子決裁の方法による起案文書を作成しなければならない。ただし、

その全部を電磁的記録として扱うことが困難であると認められるときは、文書管理

システムで紙添付資料があることを登録し、承認経路が示された起案用紙等に当該

起案文書の一部を添付する方法により作成することができる。 

２ 前項の規定による電子決裁の方法により難いものについては、文書管理システム

で紙決裁用の起案用紙（第３号様式）を用いて、起案文書を作成することができる。  

３ 前２項の規定により作成する起案文書にあっては、別に定める文書作成の要領に

従い、 簡潔かつ的確に作成しなければならない。 

４ 起案文書には、起案の要旨、理由、問題点等を記載し、必要に応じ、参考となる

資料を添付しなければならない。 

５ 公立大学法人横浜市立大学文書管理規程（以下「文書管理規程」という。）第 10 

条第２項の規定によりその保存期間が１年未満である文書、常時使用する文書その

他文書管理システムを使用することが困難であると総務部総務課長が認めた文書

（以下「システム外文書」という。）のうち決裁（公立大学法人横浜市立大学事務決

裁規程その他事案処理の意思決定に関する規程（以下、「事務決裁規程等」という。）

に定めるところにより、事案について最終的に意思を決定することをいう。以下同

じ。）を要する事案については、次のいずれかの方法により処理するものとする。  

(1)  定例的かつ定型的な事案については、定例決裁簿（第４号様式）により処理す

る方法  

(2)  軽易な事案については、処理印（第５号様式）により処理する方法 

(3)  帳票類（規程等において定めた様式に決裁欄が組み込まれているものをいう。

以下同じ。）により処理する方法 

６ 定例決裁簿により定例的かつ定型的な事案を処理しようとするときは、あらかじ

め、 その処理開始について当該事案の決裁をする権利を有する者（以下「決裁権者」

という。） の決裁を得なければならない。 

（供覧の方法） 

第８条 次に定める文書は、文書管理システムに登録し、電子決裁の方法による供覧

文書を作成し、及び事務決裁規程等の規定に準じて供覧しなければならない。  

(1)  その処理に改めて決裁を要するが、とりあえず至急に上司の閲覧に供する必要

がある文書 



(2)  上司の指揮を受けて処理する必要がある文書 

(3)  その処理に決裁を要しないが、上司の閲覧に供する必要がある文書 

２ 前項の規定により供覧する場合は、必要に応じ、当該文書の要旨、問題点等を記

載するものとする。 

３ 第１項の規定による供覧文書の作成については、同項に定めるもののほか、前条

第１項から第３項の規定を準用する。 

４ 供覧文書で、他の課等に供覧する必要があるものは、その写しを送付することを

もって、供覧に代えることができる。 

５ 第１項の規定にかかわらず、軽易な事案に係る文書は、処理印により処理するこ

とができる。 

（回議等の順序等） 

第９条 決裁文書の回議又は供覧文書の供覧は、必要最小限の範囲とし、特に主管の

課等 にあっては、その長が定める担当者以外の者への回議又は供覧は、避けなけれ

ばならない。  

２ 他の課等に関係のある事案に係る決裁文書は、その課等に合議するものとする。

この場合において、あらかじめ、当該課等と協議して、合議を省略し、又は必要最

小限とするよう努めなければならない。 

３ 前項の規定により合議を受けた場合は、遅滞なく、これを処理しなければならな

い。この場合において、処理に日時を要するときは、その理由を主管の課等に通知

しなければならない。 

４ 決裁文書の回議及び合議は、回議においては起案者から順次上位の職の決裁者ま

で、 合議においては合議先の下位の職の者から順次上位の職の者までの順序によ

り行うもの とする。 

（決裁文書等の承認等） 

第 10 条 決裁文書を承認し、又は供覧文書を確認した者は、電子決裁の方法による決

裁文書等にあっては承認又は確認の意思を登録し、起案用紙、定例決裁簿、処理印

又は帳票類（以下「起案用紙等」という。）を用いた決裁文書等にあっては所定の欄

に認印を押し、又は署名をしなければならない。 

（代決による処理） 

第 11 条 決裁権者又はその補助者が不在のため、事務決裁規程等に定めるところに

より代決しようとするときは、電子決裁の方法による決裁文書にあっては代決に必

要な処理を行い、起案用紙等を用いた決裁文書にあっては「代」の表示をした上、

代決した者が認印し、又は署名しなければならない。 

２ 前項の規定により代決した者は、遅滞なく、その事項を当該不在であった者に報

告し、 及びその確認を求めなければならない。 

（後閲による処理） 

第 12 条 決裁権者の補助者が短期間不在の場合で、その事案の処理に急を要すると

きは、主管の上席者の承認を得て、電子決裁の方法による決裁文書にあっては当該

不在である者について必要な処理を行い、起案用紙等を用いた決裁文書にあっては

当該不在である者について「後閲」の表示をし、決裁権者の決裁を求めることがで



きる。この場合において、起案者は、遅滞なく、不在であった者に報告し、及びそ

の確認又はその認印若しくは署名を求めなければならない。  

２ 前項の規定は、供覧文書について準用する。 

（決裁文書の変更等） 

第 13 条 決裁文書の趣旨若しくは内容を変更し、又は廃案にした場合は、起案者は、

その旨を既に回議又は合議を終えた決裁権者又はその補助者に報告しなければな

らない。 

（文書の持ち回り） 

第 14 条 起案用紙等を用いた決裁文書（第８条第１項ただし書きの規定による承認

経路が示された起案用紙等に当該起案文書の一部を添付したものを含む。次項にお

いて「持回り対象決裁文書等」という。）のうち特に慎重な取扱いを要するものは、

主管の課等の長が持ち回らなければならない。この場合において、決裁権者若しく

はその補助者又は 供覧を受けるべき者が不在のときは、当該決裁文書等をいった

ん持ち帰り、当該不在者の席に留め置いてはならない。  

２ 持回り対象決裁文書等のうち緊急な処理を要するものは、担当者又はその上司が

持ち回るものとする。  

（決裁後又は供覧後の処理） 

第 15 条 文書管理システムに登録した決裁文書等について、決裁を受け、又は供覧を

終えたときは、当該決裁文書等の内容を確認し、文書管理システムに決裁済み又は

供覧済みの登録をしなければならない。  

２ 起案用紙、定例決裁簿及び処理印を用いた決裁文書等について、決裁を受け、又

は供覧を終えたときは、当該決裁文書等に決裁済み又は供覧済みとなった日を記入

しなければならない。 

（発送文書の記号、文書番号等） 

第 16 条 発送する文書（以下「発送文書」という。）には、記号及び文書番号を付け

なければならない。ただし、軽易なものにあっては、この限りでない。 

２ 発送文書の記号及び文書番号の付け方は、部及び課等の頭文字、文書番号の順で

記載することとする。 

３ ２以上の課等の共管に属する発送文書には、主管の課等の記号及び文書番号を付

けなければならない。 

４ 文書番号又は指令番号は、文書管理システムで管理する番号を使用しなければな

らない。ただし、システム外文書で文書番号を付ける必要があるものについては、

文書管理システムで管理する番号と重複しない番号を付けなければならない。 

（施行文書の照合） 

第 17 条 決裁文書に基づき施行する文書は、決裁文書との照合を確実に行わなけれ

ばならない。 

（公印及び電子署名） 

第 18 条 次に掲げる文書には、公印を押印し、又は電子署名を付与しなければならな

い。また、これら以外の文書についても、必要に応じ公印を押印又は電子署名を付

与することができ、公印を押印しない又は電子署名を付与しない場合に発信者名の



下に「（公印省略）」の表示を行うことができるものとする。 

(1)  法令等の規定により公印の押印が義務づけられている文書 

(2)  法律効果の発生する文書 

(3)  身分又は資格を表す文書 

２ 前項に定めるもののほか、公印の押印又は電子署名の付与については、公立大学

法人横浜市立大学公印及び電子署名規程の定めるところによる。 

（文書の発送） 

第 19 条 文書の発送は、次に定める方法によるものとする。  

(1)  郵便等 

(2)  学内メール便を利用した文書交換 

(3)  手渡し 

(4)  通信回線を利用した方法 

（文書の保管） 

第 20 条 課等の長は、文書で事案処理の終了していないものをその処理に支障のな

いよう確実に保管しておかなければならない。 

２ 課等の長は、事案処理の終了した文書を文書管規程第 11 条に定めるところによ

り整理し、ファイリングする等した上で確実に保管しておかなければならない。 

（書庫の管理）  

第 21 条 書庫は、常に整理整とんしておかなければならない。 

２ 書庫内においては、火気を厳禁し、非常災害に対する措置を講じておかなければ

ならない。 

（文書の閲覧等） 

第 22 条 課等の長は、その保存する文書について、他の課等の長の請求があったとき

は、これを閲覧に供し、又は期間を定めて貸し出すことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、課等の長は、事案処理の終了した文書管理システムの

電子決裁の方法による決裁文書等のうち特に必要があると認められるものについ

ては、常時他の課等の長の閲覧に供することができる。  

（文書整理週間） 

第 23 条 総務部総務課長は、文書の整理及び不要な文書の廃棄を促進するため、文書

整理週間を設けるものとする。 

（委任） 

第 24 条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に

定める。  

 

附 則 

この規程は、平成 17 年４月１日から施行する。  

 

附 則 

この規程は、平成 18 年４月１日から施行する。  

 



附 則 

この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成 23 年８月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 28 年規程第 24 号） 

この規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 30 年規程第 15 号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の公立大学法人横浜市立大学文書取扱規程の規定は、この規程の施行の

日（以 下「施行日」という。）以後に作成し、又は取得する文書について適用し、

施行日前に作成し、又は取得した文書、フィルム及び電磁的記録については、な

お従前の例による。  

 

附 則（令和２年規程第 37 号） 

この規程は、令和２年６月 16 日から施行する。 

 

  附 則（令和４年規程第 27 号） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令和５年規程第６号） 

この規程は、令和５年３月１日から施行する。 

 

  附 則（令和７年規程第２号） 

この規程は、令和７年１月 20 日から施行する。 

 



第１号様式（第５条、第６条第３号） 

書留郵便物等収受・交付簿 

収受日 引受番号 
書留郵便物等

の種類 
交付先課等 交付月日 受領確認 

月 日 

時 分 
   月 日  

月 日 

時 分 
   月 日  

月 日 

時 分 
   月 日  

（Ａ４） 

（備考）適宜修正して使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

第２号様式（第６条第２号） 

文書受付印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）適宜修正して使用することができる。 

 

 

 

○○○課 

  年  月  日 

受 
 

付 



第３号様式（第７条第２項、第 10 条） 

 



第４号様式（第７条第５項第１号、第 10 条） 

定例決裁簿 

部 

長 

課 

長 

係 

長 

起案

者 

文書番号 起案月日 

決裁月日 

件    名 公印 

承認 

 

 

      月 日 

  月 日 

  

 

 

      月 日 

  月 日 

  

 

 

      月 日 

  月 日 

  

（Ａ４） 

（備考）適宜修正して使用することができる。 

 

 

 

第５号様式（第７条第５項第２号、第８条第５項、第 10 条） 

処理印 

  年  月  日 □起案  □供覧 記号  

  年  月  日 決裁又は供覧済み 保存期間・追番号     年   －  

部  長 

 

 

課  長 係  長 起 案 者 公印承認 

（備考）適宜修正して使用することができる。 

  

 


